
○珠洲市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 

平成２９年３月３１日 

告示第３０号 

（目的） 

第１条 この要綱は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第１１

５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」とい

う。）の実施について、法、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下

「省令」という。）及び地域支援事業の実施について（平成１８年６月９日老発第０６

０９００１号厚生労働省老健局長通知）別紙の地域支援事業実施要綱（以下「実施要綱」

という。）に定めるもののほか、必要な事項を定め、介護保険被保険者が要介護状態等

となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立

した日常生活の支援に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、この要綱において定めるもののほか、法、省令

及び実施要綱の例による。 

（総合事業の内容） 

第３条 市長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 

 (1) 介護予防・生活支援サービス事業（第１号事業） 

ア 訪問型サービス（第１号訪問事業） 

(ｱ) 介護予防訪問型サービス 第１号訪問事業のうち、地域における医療及び介

護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成２６

年法律第８３号。以下「整備法」という。）第５条の規定による改正前の法（以

下「旧法」という。）第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護に相当する

サービス 

(ｲ) 介護予防あんしんヘルプサービス（訪問型サービスＡ） 第１号訪問事業の

うち、緩和した基準により実施するサービス 

イ 通所型サービス（第１号通所事業） 

(ｱ) 介護予防通所型サービス 第１号通所事業のうち旧法第８条の２第７項に規

定する介護予防通所介護に相当するサービス 

(ｲ) 介護予防あんしんデイサービス（通所型サービスＡ） 第１号通所事業のう

ち、緩和した基準により実施するサービス 

ウ 介護予防ケアマネジメント（法第１１５条の４５第 1 項第 1 号２に規定する第

１号介護予防支援事業） 

 (2) 一般介護予防事業 

（総合事業の実施方法） 

第４条 次に掲げる事業は、法第１１５条の４５の３第１項の規定に基づき市長が指定す



る者（以下「指定事業者」という。）により実施するものとする。 

 (1) 介護予防訪問型サービス 

 (2) 介護予防あんしんヘルプサービス 

 (3) 介護予防通所型サービス 

 (4) 介護予防あんしんデイサービス 

 (5) 介護予防ケアマネジメント 

２ 次に掲げる事業は、法第１１５条の４７第４項の規定に基づき、適切に事業を実施で

きると認められる者に委託して実施することができる。 

(1) 介護予防ケアマネジメント 

(2) 一般介護予防事業 

（総合事業の対象者） 

第５条 介護予防・生活支援サービス事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当するも

のをいう。 

 (1) 居宅要支援被保険者 

 (2) 事業対象者（省令第１４０条の６２の４第２号の規定に基づき厚生労働大臣が定め

る基準（平成２７年厚生労働省告示第１９７号）様式第１（以下「基本チェックリ

スト」という。）の質問項目に対する回答の結果に基づき、同告示様式第２に掲げる

いずれかの基準に該当する第１号被保険者をいう。以下同じ。） 

２ 一般介護予防事業の対象者は、第１号被保険者及びその支援のための活動に関わる者

とする。 

（事業対象者の確認） 

第６条 介護予防・生活支援サービス事業の利用を希望する者（前条第１項第１号に該当

しない者に限る。）は、珠洲市介護予防・生活支援サービス事業利用申請書（様式第１

号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに申請者に対して基本チェック

リストを実施し、事業対象者に該当するかどうかの判定を行うものとする。 

３ 市長は、前項の実施した判定の結果を、珠洲市介護予防・生活支援サービス事業利用

判定結果通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。 

（介護予防・生活支援サービス事業に要する費用の額） 

第７条 介護予防・生活支援サービス事業（指定事業者が実施するものに限る。次項、次

条、及び第１０条において同じ。）に要する費用の額は、別表の規定により算定した単

位数に１単位あたりの単価（厚生労働大臣が定める１単位の単価（平成２７年厚生労働

省告示第９３号）の規定により、１０円に珠洲市の地域区分における介護予防訪問介護

及び介護予防通所介護の割合を乗じて得た額）を乗じて得た額とする。 

２ 前項の規定により介護予防・生活サービス事業に要する費用の額を算定した場合にお

いて、その額に１円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。 



（第１号事業支給費の支給） 

第８条 市長は、第５条第１項各号に掲げる者が、第３条第１号ア又はイに規定するサー

ビス事業を利用したときは、法第１１５条の４５の３第３項の規定により第１号事業支

給費として、前条に定める費用の額の１００分の９０（法第５９条の２第１項に規定す

る政令で定める額以上の所得を有する者にあっては１００分の８０、同条第２項の規定

が適用される場合にあっては１００分の７０）に相当する額を支給するものとする。 

２ 市長は、第５条第１項各号に掲げる者が、第３条第１号ウに規定するサービス事業を

利用したときは、法第１１５条の４５の３第３項の規定により第１号事業支給費として、

前条に定める費用の額の１００分の１００に相当する額を支給するものとする。 

（支給限度額） 

第９条 事業対象者に対して前条の規定により支給される額の合計は、居宅介護サービス

費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額（平成１２年厚

生省告示第３３号。次項において「厚生省告示」という。）第２号に定める要支援１の

介護予防サービス費等区分支給限度基準額の１００分の９０（法第５９条の２第１項に

規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては１００分の８０、同条第２項

の規定が適用される場合にあっては１００分の７０）に相当する額を超えることができ

ない。 

２ 前項の規定にかかわらず、退院直後等で集中的にサービスを利用することが自立支援

につながる場合等利用者の状態により、市長が必要と認める場合は、前条の規定により

支給される額の合計は、厚生省告示第２号に定める要支援２の介護予防サービス費等区

分支給限度基準額の１００分の９０（法第５９条の２第１項に規定する政令で定める額

以上の所得を有する者にあっては１００分の８０、同条第２項の規定が適用される場合

にあっては１００分の７０）に相当する額を超えた額を支給することができる。 

（第１号事業支給費の額の特例） 

第１０条 市長が、災害その他特別な事情により、介護予防・生活支援サービス事業に必

要な費用を負担することが困難であると認めるときは、居宅要支援被保険者等の申請に

より、第１号事業支給費の額の特例を決定することができる。 

２ 法第６０条の規定により介護予防サービス費等の額の特例を受けている居宅要支援被

保険者は、第１号事業支給費の額の特例を決定されたものとみなす。 

（指定事業者の指定等） 

第１１条 法第１１５条の４５の３第１項の指定又は法第１１５条の４５の６第１項の指

定の更新を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、珠洲市介護予防・生活支

援サービス事業者指定（更新）申請書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の指定又は指定の更新をしたときは、珠洲市介護予防・生活支援サービ

ス事業者指定（更新）通知書（様式第４号）を申請者に交付するものとする。 

３ 第１項の指定又は指定の更新の有効期間は、６年とする。 



４ 前３項に定めるもののほか、第１項の指定又は指定の更新の基準、その他指定又は指

定の更新に必要な事項は、市長が別に定める。 

５ 整備法附則第１３条の規定により第１号訪問事業に係る指定事業者の指定を受けたも

のとみなされた者は介護予防訪問型サービスの事業を、同条の規定により第１号通所事

業に係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者は介護予防通所型サービスの

事業をそれぞれ実施することができる。 

６ 前項の指定を受けたものとみなされる期間は、平成３０年３月３１日までとする。 

（指定の拒否） 

第１２条 前条第１項に規定する指定又は指定の更新の申請があった場合において、次の

各号のいずれかに該当するときは、指定又は指定の更新をしないものとする。 

(1) 申請者が法人でないとき。 

(2) 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、珠洲市介護予防・

日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱（平成２９

年４月１日施行。以下「総合事業基準要綱」という。）に定める基準、員数等を満た

していないとき。 

(3) 申請者が、総合事業基準要綱に定める設備及び運営に関する基準に従って適正な

介護予防・生活支援サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。 

(4) 当該申請に係る法人の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに

準ずるものをいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、

法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上

の支配力を有するものと認められる者を含む。）又はその事業所を管理する者その他

の政令で定める使用人（以下「役員等」という。）が、禁錮以上の刑に処せられ、そ

の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 

(5) 申請者が、法その他国民の保険医療若しくは福祉に関する法律で介護保険法施行

令（平成１０年政令第４１２号。以下「政令」という。）で定めるものの規定により

罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの

者であるとき。 

(6) 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に

処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であると

き。 

(7) 申請者が、法、法第７条第６項各号（第４号を除く。）に掲げる法律、厚生年金保

険法（昭和２９年法律第１１５号）、国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）又は

労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和４４年法律第８４号）の定めるとこ

ろにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金（地方税法（昭和２５年法律第２

２６号）の規定による国民健康保険税を含む。以下この号において「保険料等」と

いう。）について、当該申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞



納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく３月以上の期間にわ

たり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全て（当該処分を受

けた者が、当該処分に係る保険料等の納付義務を負うことを定める法律によって納

付義務を負う保険料等に限る。）を引き続き滞納している者であるとき。 

(8) 申請者が、法第１１５条の４５の９の規定により指定を取り消され、その取消し

の日から起算して５年を経過しない者（当該取消しの処分に係る行政手続法（平成

５年法律第８８号）第１５条の規定による通知があった日前６０日以内に当該法人

の役員等であった者で当該取消しの日から起算して５年を経過しないものを含む。）

であるとき。 

(9) 申請者と密接な関係を有する者（申請者の株式の所有その他の事由を当該申請者

の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者と

して厚生労働省令で定めるもの（以下この号において「申請者の親会社等」という。）、

申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、

若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定める

もの又は当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、

若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定める

もののうち、当該申請者と厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人をいう。）

が、法第１１５条の４５の９の規定により指定を取り消され、その取消しの日から

起算して５年を経過していないとき。 

(10) 申請者が、法第１１５条の４５の９の規定による指定の取消しの処分に係る行政

手続法第１５条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分しない

ことを決定する日までの間に次条第２項の規定による事業の廃止の届出をした者

（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の日から起算

して５年を経過しないものであるとき。 

(11) 申請者が、法第１１５条の４５の７第１項の規定による検査が行われた日から聴

聞決定予定日（当該検査の結果に基づき法第１１５条の４５の９の規定による指定

の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として市

長が当該申請者に当該検査が行われた日から１０日以内に特定の日を通知した場合

における当該特定の日をいう。）までの間に次条第２項の規定による事業の廃止の届

出をした者（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の

日から起算して５年を経過しないものであるとき。 

(12) 第１０号に規定する期間内に次条第２項の規定による事業の廃止の届け出があ

った場合において、申請者が、同号の通知の日前６０日以内に当該届出に係る法人

（当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。）の役員等であった者で、

当該届出の日から起算して５年を経過しないものであるとき。 

(13) 申請者が、指定の申請前５年以内に訪問型サービス又は通所型サービスに関し不



正又は著しく不当な行為をした者であるとき。 

(14) 申請者の役員等のうちに第５号から第７号まで及び第１０号から前号までのい

ずれかに該当する者のあるものであるとき。 

（変更等の届出） 

第１３条 指定事業者は、省令第１４０条の６３の５第１項第１号、第２号、第４号（当

該指定に係る事業に関するものに限る。）から第８号まで、第１２号及び第１４号に掲

げる事項に変更があった場合は、当該変更のあった日から１０日以内に珠洲市介護予

防・生活支援サービス事業者変更届（様式第５号）を市長に提出しなければならない。 

２ 指定事業者は、指定又は指定の更新に係る事業の廃止又は休止をしようとする場合は、

当該廃止又は休止の日の１月前までに珠洲市介護予防・生活支援サービス事業者廃止・

休止届（様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

３ 指定事業者は、休止した指定又は指定の更新に係る事業を再開した場合は、当該再開

の日から１０日以内に珠洲市介護予防・生活支援サービス事業者再開届（様式第７号）

を市長に提出しなければならない。 

（指定事業者の指定の取消し等） 

第１４条 市長は、法第１１５条の４５の９の規定により指定事業者の指定を取り消し、

又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止する場合は、

珠洲市介護予防・生活支援サービス事業者取消・停止通知書（様式第８号）により、当

該指定の取消し又は停止に係る者に通知するものとする。 

（高額介護予防サービス費相当の支給） 

第１５条 市長は居宅要支援被保険者等の介護予防・生活支援サービス事業の利用に係る

利用者負担額が著しく高額であるときは、当該居宅要支援被保険者等に対し、法第６１

条に規定する高額介護予防サービス費に相当する費用を支給することができる。 

２ 前項の規定による費用の支給にあたっては、法第６１条の規定を準用する。 

（高額医療合算介護予防サービス費相当の支給） 

第１６条 市長は居宅要支援被保険者等の介護予防・生活支援サービス事業の利用に係る

利用者負担額その他の医療保険各法に係る利用者負担額等の合計額が著しく高額であ

るときは、当該居宅要支援被保険者等に対し、法第６１条の２に規定する高額医療合算

介護予防サービス費に相当する費用を支給することができる。 

２ 前項の規定による費用の支給にあたっては、法第６１条の２の規定を準用する。 

（委任） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、この告示の施行について必



要な準備行為は、告示の施行日前においても行うことができる。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日において居宅要支援被保険者である者は、当該要支援認定有効期

間満了日の翌日から第１号事業の利用対象者とする。 

   附 則（平成３０年告示第８８号） 

 この告示は、平成３０年８月１日から施行する。 

   附 則（平成３０年告示第１０２－２号） 

 この告示は、平成３０年１０月１日から施行する。 

   附 則（令和３年告示第５２－５号） 

 この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

   附 則（令和３年告示第５４号） 

１ この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

２ 別表介護予防訪問型サービスの部イの款からヘの款まで及び介護予防通所型サービス

の部イの款に規定するサービス事業を利用したときの単位数は、同表の規定により算定

した単位数の１０００分の１００１に相当する単位数とする。この場合において、上乗

せする単位数が１単位に満たないときは、１単位を上乗せし、上乗せする単位数が１単

位以上で小数点以下の端数があるときは、その端数を四捨五入した単位数を上乗せする

ものとする。 

３ 第３条第１号アの(ｲ)、同号イの(ｲ)又は同号ウに規定するサービス事業を利用したと

きの単位数は、サービス事業を利用した日の属する月毎に１度、別表の規定により算定

した単位数に１単位を加算した単位数とする。 

４ 前２項の規定は、令和３年９月３０日限り、その効力を失う。 

附 則（令和４年告示第５７号） 

 この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年告示第１１７号） 

 この告示は、令和４年１０月１日から施行する。 

 



別表（第７条関係） 
事業構成  対象者  単位数  

介護予防
訪問型 
サービス 

イ 訪問型サービス費Ⅰ  要支援１・２  週１回程度  

  事業対象者  １，１７６単位(１月につき）  
ロ 訪問型サービス費Ⅱ  要支援１・２  週２回程度  

  事業対象者  ２，３４９単位(１月につき）  
ハ 訪問型サービス費Ⅲ  要支援２  週２回を超える程度  

  事業対象者  ３，７２７単位(１月につき）  
ニ 訪問型サービス費Ⅳ  要支援１・２  週１回程度（月４回まで）  

  事業対象者  ２６８単位(１回につき）  
ホ 訪問型サービス費Ⅴ  要支援１・２  週２回程度（月５～８回まで）  

  事業対象者  ２７２単位(１回につき）  
へ 訪問型サービス費Ⅵ  要支援２  週２回を超える程度（月９～１２回  

  事業対象者  まで) 

  ２８７単位(１回につき）  
ト 初回加算  要支援１・２  ２００単位(１月につき）  
チ 生活機能向上連携加算  事業対象者  (１月につき）  

 
（１）生活機能向上連携加算（Ⅰ）  １００単位  
（２）生活機能向上連携加算（Ⅱ）  ２００単位  

リ 介護職員処遇改善加算  （１月につき）  

 
（１）介護職員処遇改善加算（Ⅰ）  所定単位数の１３７／１０００加算  
（２）介護職員処遇改善加算（Ⅱ）  所定単位数の１００／１０００加算  
（３）介護職員処遇改善加算（Ⅲ）  所定単位数の５５／１０００加算  

ヌ   介護職員等特定処遇改善加算 （１月につき） 
 （１）介護職員等特定処遇改善 所定単位数の６３／１０００加算 
 加算（Ⅰ） 
 （２）介護職員等特定処遇改善 所定単位数の４２／１０００加算 
 加算（Ⅱ） 

ル  介護職員等ベースアップ等支援 所定単位数の２４／１０００加算 
 加算 
注１  イからヘまでについて、事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用  

者２０人以上にサービスを行う場合は、所定単位数に９０／１００を乗じる。ただし  
第９条の支給限度額の算定の際、当該減算前の単位数を導入する。  

注２  イからヘまでについて、特別地域加算を算定する場合は、所定単位数に１５／１００  
を乗じた単位を加算する。  

注３  イからヘまでについて、中山間地域等における小規模事業所加算を算定する場合は、  
所定単位数に１０／１００を乗じた単位を加算する。  

注４  イからヘまでについて、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定す  
る場合は、所定単位数に５／１００を乗じた単位を加算する。  

注５  リ、ヌ及びルについて、所定単位はイからチまでにより算定した単位数の合計。  
注６  リ、ヌ、注２、注３及び注４については、第９条の支給限度額の対象外の算定項目と  

する。  
注７  利用者が介護予防特定施設入所者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若 

しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、介護予防訪問型サービ  
ス費は、算定しない。  

注８  利用者が一の指定介護予防訪問型サービス事業所において介護予防訪問型サービス  
を受けている間は、当該指定介護予防訪問型サービス事業所以外の指定介護予防訪問  
型サービス事業所が介護予防訪問型サービスを行った場合に、介護予防訪問型サービ  
ス費は、算定しない。  

注９  利用者が一の指定介護予防訪問型サービス事業所において介護予防訪問型サービス  
を受けている間は、指定介護予防あんしんヘルプサービス事業所が介護予防あんしん  
ヘルプサービスを行った場合に、介護予防あんしんヘルプサービス費は、算定しない。 
 
 
 

 注１０  算定した単位数に１単位未満の端数がある場合は、その端数を四捨五入する。 
介護予防
あんしん
ヘルプサ
ービス 

訪問型サービスＡ費  要支援１・２
事業対象者  

週１回（１時間程度）  
２１５単位(１回につき）  

介護予防
通所型 
サービス 

イ 通所型サービス費  要支援１  １，６７２単位(１月につき）  

  事業対象者  

  
要支援２  ３，４２８単位(１月につき）  

  事業対象者  

  
要支援１  ３８４単位(１回につき）  

  事業対象者  （月４回まで）  

  
要支援２  ３９５単位(１回につき）  

  事業対象者  （月５～８回まで）  
ロ 生活機能向上グループ活動加算 要支援１・２ 

 
１００単位(１月につき）  

ハ 運動器機能向上加算  事業対象者  ２２５単位(１月につき）  
ニ 若年性認知症利用者受入加算  ２４０単位（１月につき） 
ホ 栄養アセスメント加算  ５０単位（１月につき） 
ヘ  栄養改善加算   ２００単位(１月につき）  
ト 口腔機能向上加算   （１月につき）  

 （１）口腔機能向上加算（Ⅰ）  １５０単位 



 （２）口腔機能向上加算（Ⅱ）  １６０単位 
チ 選択的サービス複数実施加算   (１月につき）  

 
（１）選択的サービス複数実施   ４８０単位  

 加算（Ⅰ）    
 （２）選択的サービス複数実施   ７００単位  
 加算（Ⅱ）    

リ 事業所評価加算   １２０単位(１月につき）  
ヌ サービス提供体制強化加算  

 
(１月につき) 

 
（１）サービス提供体制強化加算 要支援１ ８８単位 

 
（Ⅰ） 事業対象者  

 
 要支援２ １７６単位 

 
 事業対象者  

 
（２）サービス提供体制強化加算 要支援１  ７２単位  

 （Ⅱ）  事業対象者   
  要支援２  １４４単位  
  事業対象者   
 （３）サービス提供体制強化加算 要支援１  ２４単位 

  （Ⅲ）  事業対象者   
  要支援２  ４８単位  

  事業対象者  
ル 生活機能向上連携加算  要支援１・２  （１月につき）  

 （１）生活機能向上連携加算（Ⅰ）  事業対象者 １００単位 

 （３か月に１回を限度）    

 （２）生活機能向上連携加算（Ⅱ）   ２００単位 

   運動器機能向上加算を算定している場合  

   １００単位  
ヲ 口腔・栄養スクリーニング加算   （１回につき）  
 （１）口腔・栄養スクリーニング加算  ２０単位 
 （Ⅰ）（６か月に１回を限度）   
 （２）口腔・栄養スクリーニング加算  ５単位 
 （Ⅱ）（６か月に１回を限度）   
ワ 科学的介護推進体制加算  ４０単位（１月につき） 
カ 介護職員処遇改善加算   （１月につき）  

 
（１）介護職員処遇改善加算（Ⅰ）   所定単位数の５９／１０００加算  

 （２）介護職員処遇改善加算（Ⅱ）   所定単位数の４３／１０００加算  
 （３）介護職員処遇改善加算（Ⅲ）   所定単位数の２３／１０００加算  

ヨ  介護職員等特定処遇改善加算  （１月につき） 
 （１）介護職員等特定処遇改善  所定単位数の１２／１０００加算 
 加算（Ⅰ）   
 （２）介護職員等特定処遇改善  所定単位数の１０／１０００加算 
 加算（Ⅱ）   

タ  介護職員等ベースアップ等支援 所定単位数の１１／１０００加算 
 加算 
注１  イについて、利用者数が使用定員を超える場合は、所定単位数に７０／１００を乗 
 じる。 
注２  イについて、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は、所定単位数に７０／  

１
０
０
を
乗
じ
る
。 

１００を乗じる。 
注３  イについて、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は、  

所
定
単
位
数
に
５
／
１
０
０
を
乗
じ
た
単
位
を
加
算
す
る
。 

所定単位数に５／１００を乗じた単位を加算する。 
注４  イについて、事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者にサービ  

ビ
ス
提
供
を
行
う
場
合
は
、
所
定
単
位
数
か
ら
１
月
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ

ビス提供を行う場合は、所定単位数から１月につき、それぞれ次のとおり減算する。  
要
支
援
１
・
事
業
対
象
者
 
３
７
６
単
位 

要支援１・事業対象者 ３７６単位  
要
支
援
２
・
事
業
対
象
者
 
７
５
２
単
位 

要支援２・事業対象者 ７５２単位  
注５  カ、ヨ及びタについて、所定単位はイからワまでにより算定した単位数の合計。  
注６  ヌ、カ、ヨ、注３及び注４については、第９条の支給限度額の対象外の算定項目と  
 する。 
注７  利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防 

特
定
施
設
入
所
者
生
活
介
護
又
は
介
護
予
防
小
規
模
多

特定施設入所者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知  
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
を
受
け
て
い
る
間
は
、

症対応型共同生活介護を受けている間は、介護予防通所型サービス費は、算定しない。  
注８  利用者が一の指定介護予防通所型サービス事業所において介護予防通所型サービス  

を
受
け
て
い
る
間
は
、
当
該
指
定
介
護
予
防

を受けている間は、当該指定介護予防通所型サービス事業所以外の指定介護予防通所  
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
が
介
護
予
防
通
所
型

型サービス事業所が介護予防通所型サービスを行った場合に、介護予防通所型サービ  
ス
費
は
、
算
定
し
な
い
。 

ス費は、算定しない。  
注９  利用者が一の指定介護予防通所型サービス事業所において介護予防通所型サービス  

を
受
け
て
い
る
間
は
、
指
定
介
護

を受けている間は、指定介護予防あんしんデイサービス事業所が介護予防あんしんデ  
イ
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
場
合
に

イサービスを行った場合に、介護予防あんしんデイサービス費は、算定しない。  
注１０  利用者が一の指定介護予防通所型サービス事業所において介護予防通所型サービス  

を
受
け
て
い
る
間
は
、
指

を受けている間は、指定介護予防短期集中型通所サービス事業所が介護予防短期集中  
型
通
所
サ
ー
ビ
ス
を
行

型通所サービスを行った場合に、介護予防短期集中型通所サービス費は、算定しない。  
注１１  算定した単位数に１単位未満の端数がある場合は、その端数を四捨五入する。 

介護予防 通所型サービスＡ費 要支援１・２ 週１回  



あんしん
デイサー
ビス 

事業対象者  ３０８単位(１回につき） 

介護予防

ケアマネ

ジメント 

イ 介護予防ケアマネジメント費  要支援１・２  ４３８単位（１月につき）  

ロ 初回加算 事業対象者 ３００単位（１月につき） 

ハ 委託連携加算  ３００単位（１月につき） 



様式第１号（第６条関係） (表）

（あて先）珠洲市長 　　　　　年　　　月　　　日

申請者　住　　所 〒

　　　　氏　　名 　（続柄：　　　　）

　　　　電話番号

　珠洲市介護予防・生活支援サービス事業を利用したいので、次のとおり申請します。

〒

（続柄：　　　　　　）

訪問型サービス　　　　通所型サービス

＜市記載欄＞

　非該当　・　該　当

　未申請　・　申請中（申請日：　　　　年　　月　　日）

　担当ケアマネ：

備　　　　　考

希望するサービス

被保険者番号

ふ り が な

住　　　　所

氏　　　名

〒
　　珠洲市

男
・
女

　事　業　対　象　

介護認定申請状況

生
年
月
日

年　　月　　日

珠洲市介護予防・生活支援サービス事業利用申請書

緊
急
連
絡
先

住　　　　所

氏　　　　名

電　話　番　号

被
保
険
者

電　話　番　号

ふ り が な



記入日　　　    　年　　　月　　　日

1 1

2 1

3 1

4 1

5 1

6 1

7 1

8 1

9 1 /5

10 1

11 1

12 /2

13 1

14 1

15 1 /3 /20

16 1

17 1 /2

18 1

19 1

20 1 /3

21 1

22 1

23 1

24 1

25 1 /5

26

　　　　　年　　　月　　　日 氏　名　　　　　

回　答

基本チェックリスト

バスや電車で一人で外出していますか はい  いいえ

判定

（裏）

日用品の買い物をしていますか はい いいえ

預貯金の出し入れをしていますか はい いいえ

友人の家を訪ねていますか はい いいえ

家族や友人の相談にのっていますか はい いいえ

階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか はい いいえ

椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか はい いいえ

１５分位続けて歩いていますか はい いいえ

この１年間に転んだことがありますか はい いいえ

転倒に対する不安は大きいですか はい いいえ

６ヶ月間で２～３ｋｇ以上の体重の減少がありましたか はい いいえ

身長　　　　　cm、　体重　　　　　kg　（BMI＝　　　　　　　　）　（注）

半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか はい いいえ

お茶や汁物を飲んでむせることがありますか はい いいえ

口の渇きが気になりますか はい いいえ

週に１回以上は外出していますか はい いいえ

昨年と比べて外出の回数が減っていますか はい いいえ

周りの人から「いつも同じことを聞く」などの物忘れがあると言われますか はい いいえ

自分で電話番号を調べて､電話をかけることをしていますか はい いいえ

今日が何月何日かわからない時がありますか はい いいえ

(ここ２週間)毎日の生活に充実感がない はい いいえ

(ここ２週間)これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった はい いいえ

(ここ２週間)以前は楽にできていたことが今はおっくうに感じられる はい いいえ

(ここ２週間)自分が役に立つ人間だと思えない はい いいえ

(ここ２週間)わけもなく疲れたような感じがする はい

（注）BMI＝体重（kg）÷身長（m）÷身長（m）が18.5未満の場合に該当する

いいえ

自宅で入浴をしていますか　　　している（頻度　日　回）　していない　　できない

介護予防ケアマネジメントを実施するために必要があるときは、基本チェックリスト及びこの事
業で得られた個人に関する情報を関係機関へ提供することに同意します。

№ 質　問　項　目



様式第２号（第６条関係） 

 

 

珠洲市介護予防・生活支援サービス事業利用判定結果通知書 

 

 

年  月  日 

 

 

 

様 

 

 

珠洲市長 

 

 

 

年  月  日付けで申請のあった介護予防・生活支援サービス事業利用につ

いて、基本チェックリストの実施結果を、次のとおり通知します。 

 

被保険者番号  被保険者氏名  

 

実施結果 

 

 

有効期間開始日 

 

 



様式第３号（第１１条関係） 

 

珠洲市介護予防・生活支援サービス事業者指定（更新）申請書 

 

  年   月   日  

（宛先）珠洲市長 

所在地 

申請者 名 称 

代表者氏名            

 

珠洲市介護予防・生活サービス事業者の指定（更新）を受けたいので、下記のとおり、関係書類を添

えて申請します。 

申

請

者 

フ リ ガ ナ  

名 称  

主たる事務所の所

在 地 

（郵便番号   －     ） 

 

連 絡 先 電話番号  ＦＡＸ番号  

法 人 の 種 別  法 人 所 轄 庁  

代表者の職名･氏

名 ・ 生 年 月 日 
職 名 

 フリガナ 生年月日 

氏 名  

代 表 者 の 住 所 
（郵便番号   －     ） 

 

指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
所 

フ リ ガ ナ  

名 称 
 

所 在 地 
（郵便番号   －     ） 

 

連 絡 先 電話番号  ＦＡＸ番号  

事 業 等 の 種 類 
実施

事業 

指定申請をす

る事業（事業開

始予定年月日） 

指定更新申請

をする事業（現

に受けている

指定の有効期

間満了日） 

付表 

訪問型

サービ

ス 

介護予防訪問型サービス     

介護予防あんしんヘルプサービス     

通所型

サービ

ス 

介護予防通所型サービス     

介護予防あんしんデイサービス     

介護保険事業所番号（既に指定を受けている場合）           

備考 

１ 「法人の種別」欄は、申請者が法人である場合に、「社会福祉法人」「医療法人」「一般社団法人」

「一般財団法人」「株式会社」等の別を記入してください。 

２ 「法人所轄庁」欄は、申請者が認可法人である場合に、その主務官庁の名称を記入してください。 

３ 「実施事業」欄は、今回申請するもの及び既に指定を受けているものについて、該当する欄に「○」

を記入してください。



様式第４号（第１１条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

 

        様 

 

 

  珠洲市長        

 

 

 

珠洲市介護予防・生活支援サービス事業者指定（更新）通知書 

 

 

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の３第１項及び第１１５条の４５の６第

１項の規定により、次のとおり珠洲市介護予防・生活支援サービス事業者として指定（更新）します。 

 

 

 

記 

 

 

 

事 業 所 番 号  

事 業 所 名  

所 在 地  

代 表 者 名  

指 定 年 月 日  

指 定 期 間 満 了 日  

サ ー ビ ス の 種 類  

 

 



様式第５号（第１３条関係） 

 

 

珠洲市介護予防・生活支援サービス事業者変更届 
 

                                             

年  月  日 

  （宛先）珠洲市長 

届出者 住 所          

 

氏 名            

 

 

 次のとおり指定を受けた内容を変更したので届け出ます。 

 

介護保険事業所番号           

  指定内容を変更した事業所（施設） 

名称 

所在地 

サ ー ビ ス の 種 類  

変 更 が あ っ た 事 項 変 更 の 内 容 

1 事業所・施設の名称 （変更前） 

2 事業所・施設の所在地 

3 申請者・開設者の名称 

4 主たる事務所の所在地 

5 代表者の氏名、生年月日及び住所 

6 
登録事項証明書又は条例等 
（当該事業に関するものに限る。） 

（変更後） 

7 事業所・施設の建物の構造、専用区画等 

8 事業所・施設の管理者の氏名、生年月日及び住所 

9 サービス提供責任者の氏名、生年月日及び住所 

10 運営規程 

変 更 年 月 日    年   月   日 

 

備考 １ 該当項目番号に〇を付してください。 

    ２ 変更内容が分かる書類を添付してください。 

 



様式第６号（第１３条関係）  

 

 

珠洲市介護予防・生活支援サービス事業者廃止・休止届  

 

                                                  

 年   月   日   

 

（宛先）珠洲市長  

 

所在地  

 

申請者   名 称  

 

代表者氏名           

  

 

次のとおり事業の廃止（休止）をしたいので届け出ます。  

 

介護保険事業者番号         

 

 

廃 止 （ 休 止 ） す る 事 業 所  

 

 

名称  

 

所在地  

 

サ ー ビ ス の 種 類   

廃 止 ・ 休 止 の 別  廃  止  ・  休  止  

廃 止 ・ 休 止 す る 年 月 日  年    月    日  

廃 止 ・ 休 止 す る 理 由  

 

現 に サ ー ビ ス 又 は 支 援 を  

受 け て い る 者 に 対 す る 措 置  

 

休 止 予 定 期 間  年  月   日  ～    年  月  日  

 



様 式 第 ７ 号 （ 第 １ ３ 条 関 係 ）  

 

 

珠 洲 市 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 者 再 開 届  

                                                  

  年   月   日   

 

（ 宛 先 ） 珠 洲 市 長  

 

所 在 地  

 

申 請 者   名 称  

 

代表者氏名      

  

 

   次 の と お り 休 止 し た 事 業 の 再 開 を し た の で 、 届 け 出 ま す 。  

 

介護保険事業者番号         

 

 

再 開 し た 事 業 所  

 

 

名 称  

 

所 在 地  

 

サ ー ビ ス の 種 類   

再 開 年 月 日  年    月    日  

休 止 し た 理 由  

 

備 考  当 該 届 出 に 係 る 事 業 に 係 る 従 業 者 の 勤 務 の 体 制 及 び 勤

務 形 態 に 関 す る 書 類 を 添 付 し て く だ さ い 。  
 



様式第８号（第１４条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

様 

 

珠洲市長 

 

 

 

珠洲市介護予防・生活支援サービス事業者取消・停止通知書 

 

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の９の規定により、次のと

おり珠洲市介護予防・生活支援サービス事業者の指定を取り消し（停止し）たので通知

します。 

 

事 業 所 番 号  

事 業 所 名  

所 在 地  

代 表 者 名  

サ ー ビ ス の 種 類  

指 定 取 消 ・ 停 止 年 月 日  

停止期間（停止の場合のみ）  

 

教示 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日か

ら起算して３ヶ月以内に珠洲市長に対して審査請求をすることができます。この処分の

取消しを求める訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６ヶ月以

内（前記の審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決があったことを知った

日の翌日から起算して６ヶ月以内）に、珠洲市を被告（珠洲市長が被告の代表者となり

ます。）として提起することができます。 

 ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査

請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、正当な理由

があるときを除き、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができな

くなります。 

 


